
ORAS-103 買取申込書

買取申込書

第１条 甲は⼄に対して以下の表の本機器の買い取りを申し込む。
第２条 1.引き渡しの場所及び⽅法は、双⽅で合意した場所及び⽅法とする。

2.⼄は本機器を確認し、状態に問題がないと判断した場合、甲に買取⾦額を提⽰する。
3.甲が⼄の提⽰した買取⾦額での買取を承諾した時点で売買契約が成⽴し、⼄が甲に買取⾦を満額⽀払った時点で所有権
が甲から⼄に移転する。
4.買取⾦の⽀払い⽅法は現⾦、銀⾏振込、その他甲⼄の合意した⽅法によって⾏う。
5.⾦銭の⽀払いに際し⽀払⼿数料が発⽣する場合、⼿数料は⼄が負担する。

第３条 1.甲は、本機器の通常の使⽤による経年劣化及び故障については責任を負わない。
2.甲は買取の申込時に、⼄に対し本機器の状態や故障個所等、瑕疵について告知しなければならない。
3.本機器の売買契約成⽴後は原則として契約を解除することはできない。但し、売買契約後に,売買契約時に発⾒すること
のできない隠れたる瑕疵が発⾒された場合は、⼄は売買契約を解除することができる。この場合損害賠償請求をすること
を妨げない。
4.契約を解除した場合、甲⼄双⽅はそれぞれ返⾦並びに返品を⾏う義務を負うが、その際の⼿数料及び送料は⼄が負担
する。

第４条 本契約で得た相⼿⽅の個⼈情報は、本契約の⽬的以外に使⽤しないものとし、法令で定めのある場合を除き第三者に
提供しない。

第５条 本契約に定めのない事項や解釈について疑義が⽣じた場合、甲および⼄は誠意をもって協議し解決するものとする。
解決が困難な場合、⼄の所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
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電話番号
次のいずれかの⾝分証のコピーを提出してください。
 □運転免許証 □マイナンバーカード □その他 （ ）

お振込⼝座
銀⾏ □普通 □当座
⼝座番号
郵便貯⾦ 記号

オーディオ・電⼦楽器・PA機器の買取専⾨店 OTORAKU オトラク
【運営会社】

⼄（買主） 〒812-0042
住所： 福岡市博多区豊1-6-25-105

ReGrowth合同会社 代表 ⻑　和宏

⽀店
名義(カナ)
番号

種別

状態・故障等

⽒名(⾃署)

住所

⾝分証

ご職業

⽣年⽉⽇
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